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午前１０時００分 開会

○塚田委員長 ただいまより総務政策委員会を開会いたします。

本日は総合政策部から１件の報告がございます。指定管理者候補者の選定結果等につい

て、当局からの説明を求めます。

堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 令和８年４月から指定管理者制度を更新しようとしております米

子市伯耆古代の丘公園及び淀江温浴施設、通称淀江ゆめ温泉の指定管理者の候補者選定に

おける経緯及び結果につきまして報告させていただきます。

まず初めに、本日の資料のほうには記載しておりませんけども、他の公共施設の指定管

理におきましては、１２月の各委員会において説明があり、さきの１２月議会におきまし

て関係議案が上程されたところでございますが、本課所管施設におきましては本日の報告

となり、この報告が遅くなりました経緯について、まず説明をさせていただきます。

伯耆古代の丘公園につきましては６月３０日の本委員会にて、また淀江ゆめ温泉につき

ましては７月２２日の委員会におきまして指定管理の適用方針について報告をさせていた

だきました。当初は、７月から９月にかけて対象法人と協議し、１０月の候補者選定委員

会において案を諮問する予定としておりました。しかしながら、７月に淀江ゆめ温泉にて
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２回目のレジオネラ菌が検出されたため、再発防止の対応並びに協議を優先していたため、

各法人との協議が９月下旬にずれ込んだものでございます。

また、伯耆古代の丘公園につきましては、指定管理料の算定方法をめぐり、対象法人や

庁舎内での協議に時間を要しておりました。その後、庁内での候補者選定会議を経まして、

１２月１８日に開催されました米子市指定管理者候補者選定委員会におきまして、候補者

案の諮問、答申に至ったところでございます。選定までの経緯は以上となります。

では、これより、各施設の候補者の選定結果について説明させていただきます。

資料の１ページ目、１点目を御覧ください。（１）伯耆古代の丘公園につきましては、指

名指定によりまして一般財団法人米子市文化財団を候補者としております。次に、（２）淀

江温浴施設につきましては、指名指定により株式会社白鳳を候補者としております。以上

の候補者案につきましては、資料の２ページ以降に添付しておりますが、候補者選定委員

会におきまして了承いただく旨の答申をいただいております。

資料の３ページ、こちらが伯耆古代の丘公園、そして次の４ページが淀江ゆめ温泉につ

いて了承いただきました候補者の案となっております。

続きまして、資料の６ページから７ページ、こちらは、伯耆古代の丘公園の評定票と試

算書となっております。伯耆古代の丘公園の令和８年度以降の指定管理料の試算について

説明をさせていただきます。人件費の部分についてですが、候補者であります米子市文化

財団が指定管理をしております他の公共施設と同様の指定管理料の算定方法を用いており

ます。正職員につきましては、米子市文化財団の現在の給与表を基に、また、それ以外の

有期雇用職員につきましては、鳥取県人事委員会が公表しております民間の平均人件費を

基に各年ごとのベースアップを見込んで試算しているところでございます。

次に、資料の８ページ、９ページ、御覧いただけますでしょうか。こちらは、淀江ゆめ

温泉の評定票と試算書になっております。

淀江ゆめ温泉につきましては、入浴料金と自主事業による収入をもって管理経費を賄う

こととしておる利用料金制度を採用しているため、指定管理料は無料としております。

また、淀江ゆめ温泉の候補者選定に当たりましては、本年度のレジオネラ菌が検出され

たことから、主には衛生管理の体制と温浴事業の長期休業に伴う経営状況の悪化、これら

２点が懸念点となりました。これらの評価につきましては資料の４ページのほうにまとめ

てありますので、４ページのほうお戻りください。

こちらの表の一番最後の項目、７項目めに法人の選定理由を記しております。まず、懸

念されておりました衛生管理体制につきましては、レジオネラ菌の検出を受けまして、ゆ

め温泉の衛生管理マニュアル、こちらを抜本的に改定いたしました。また、衛生管理研修

の実施によりまして全社員の意識向上を図っており、引き続き再発防止の徹底を行ってお

ります。また、管理体制の強化も今後見込まれるところでございます。

次に、温浴事業の長期休業に伴う収支改善につきましては、人件費や光熱費等の社会情

勢に応じた適正な入浴料金の見直しや、県内外からの新規集客に向けた営業を強化してい

るところでございます。さらには、自主事業であります会席事業におきましても、リピー

ターの確保や新たな集客に向けた営業にも努めており、来館者の増加と経営状況の改善に

も積極的に取り組んでいるところでございます。これらの内容を踏まえまして評価を行い、

選定委員会への諮問、そして答申を受けた次第でございます。
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以上が、伯耆古代の丘公園と淀江ゆめ温泉における指定管理者候補者の選定結果の説明

となります。なお、指定管理者の指定につきましては、令和８年１月臨時会におきまして、

関係議案を上程させていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

そして、説明の最後になりますが、資料の１ページのほう御覧ください。１ページの３

点目、その他のところでございます。米子市淀江農林産物直売施設、通称淀江どんぐり村、

こちらについて報告させていただきます。

淀江どんぐり村につきましては、６月の本委員会におきまして指定管理を継続する方針

を報告させていただいておりましたが、その後、９月中旬に経営の中心を担っておられま

した職員が体調を崩されまして、９月２０日から一時休業をしております。その後、現在

の指定管理者である本宮観光農事組合との協議を重ねてまいりましたが、運営責任者の後

任者、これの確保が困難となりましたことから、次期指定管理を辞退するという申出がご

ざいました。このため、淀江どんぐり村につきましては、令和８年３月末をもって指定管

理を終了することといたしましたので、御報告申し上げます。

なお、４月以降の施設の在り方につきましては、地元の本宮自治会やどんぐり村に隣接

している観光駐車場、こちらを所管しております鳥取県とも調整を図りながら検討するこ

ととしております。今後の方針につきましては改めて御報告をさせていただきます。

説明は以上となります。

○塚田委員長 当局からの説明は終わりました。

委員の皆様からの質疑、意見を求めます。

奥岩委員。

○奥岩委員 報告ですので、この後また臨時議会で議案が出てきて審査になるので、あま

り多くは言わないんですけど、選定委員会さんからの答申が出てっていうことで御報告い

ただきましたので、ちょっと何点か確認させていただけたらと思います。

温浴施設のほうがメインになるんですけど、答申のほうでもありました、４ページです

かね、今年度いろいろとレジオネラのことがあったりですとか、それに伴って休業された

りっていうところもありながらも、今回非公募でっていうとこで答申を受けてっていうふ

うになっておりまして、これはこれで夏も御報告いただいておりますし、今後議案が出て

きて審査させていただくということで了解いたしました。

ただ、１点気になるのが、せんだっての１２月定例会のときの本会議の戸田議員さんの

質問だったんですけど、市長答弁で、今後、完全民営化をされるっていうようなお話があ

ったと思うんですけど、今回はそれではなくて、今まで報告を受けてたとおり指定管理で

されますよっていうようなことでよろしいですかね。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 淀江ゆめ温泉におきましては、もとより民営化、完全民営化という

ことを模索しておりました。さきの７月のこの委員会でも指定管理の継続につきましては

方針を説明させていただいたところですが、仮に今、指定管理を中断して民営化に向かお

うとしますと、泉源の問題やいろんな条件設定、こちらの協議に時間を要することが想定

されます。そうしますと、一時的にでも４月から温浴事業が中断する可能性というのが非

常に高いところです。そうしますと、今現在利用しておられる皆さん、さらには従業員の
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方の雇用といった問題もはらんでおりましたので、まずは指定管理を当面継続し、そして

次の指定期間の期間中になるたけ早い時期に民営化に向ける方針を定め、そして完全民営

化に向かっていく、そういう流れで考えております。以上です。

○塚田委員長 奥岩委員。

○奥岩委員 了解いたしました。次、議案出てきてから詳しいところがあるのかないのか

ちょっと分からないんですけど、今回は利用者さんの利便的なところを考えて今までどお

り指定管理でされて、今後は、市長からも答弁ありましたし、今後の方向性としては完全

民営化を狙っていくっていうような形で、それが動き出しますよなのか、出し始めますよ

ぐらいなところの段階っていうことですよね。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 奥岩委員のおっしゃるとおり、来年度早々にはもう完全民営化に向

けての協議のほう本格化したいと思っております。以上です。

○塚田委員長 奥岩委員。

○奥岩委員 ちょっと議案じゃないのであれなんですけど、そのことについては今回非公

募なんですけど、事業者さんのほうとももうやり取りを始めておられるのか、それともき

ちっと指定管理っていうところが審査されて、決定してっていうところが終わってからの

話になるのか、どちらになるんでしょうか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 以前よりお相手のほうとは民営化に向けての模索する協議という

のはしておりました。ただ、指定管理に向けての協議を優先しておりましたので、まずは

指定管理の条件設定、その辺りを今年度は協議しておりました。今後、完全民営化に向け

ての方針も打ち出しておりますので、引き続きそちらの完全民営化に向けた協議を進めて

いくっていうふうに考えております。以上です。

○塚田委員長 奥岩委員。

○奥岩委員 いろいろと今回のところとは違うところまで御答弁いただきまして、ありが

とうございました。ということで理解いたしました。

あと、１点気になるのが、ゆめ温泉のほうで、料金のところにも答申のところで触れて

おられたんですけども、今インフレ物価高みたいな形ですので、利用料金は都度都度どこ

かのタイミングで上がっていくんだろうなっていうようなところもあるんですけど、その

辺りも適正な価格設定というところで今後きちっと、どの程度事業者さんと市の担当課の

ほうでお話しされるっていうところがあるのかないのかっていうところは分からないんで

すけど、その辺りを踏まえた上で議案化されるときにはちょっと話を詰めといていただき

たいなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。

あと、３のところで御報告ありましたどんぐり村については、これも戸田委員さんから

も以前お話があったんですけども、こちらに関しても書いてはあるんですけど、なるべく

早い段階で、あんまり何か月も何年もかけるっていうようなのが適正な施設ではないとい

うふうに考えておりますので、早い段階で結論を出して動いていただければなと思います

んで、よろしくお願いします。以上です。

○塚田委員長 ほかにございませんか。

大下委員。
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○大下委員 ゆめ温泉についてお聞きしたいんですけど、今回レジオネラが発生した際に

一番問題になったのが、修繕をするときにどちらが持つかっていうので、それが原因で何

か月も休業っていう形になってしまったと思うんですけど。今後５年間は民営化に向けて

動かれるっていうことでしたけど、もう２６年もたってますし老朽化する中で、今後５年

以内に発生した何らかの修繕費等は、市のほうが持つという見解でよかったでしょうか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 当面の運営における修繕費につきましては、今後、指定管理の協議

を詰めてまいりましたら、基本協定書の中にも修繕のことについて触れております。現行

の指定管理制度におきましても、資産価値の向上ですとか延命化に資するような大規模改

修につきましては市が負担する、それ以外の運営に必要なものは指定管理者がするような

定めになっておりますので、基本的にはこちらの考え方を次期指定管理も踏襲する考えと

しております。以上です。

○塚田委員長 大下委員。

○大下委員 前回のように長い間休業されると職員の方の雇用にも響いてきますんで、そ

こら辺は留意していただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。

次に、古代の丘公園なんですけど、ここも３０年たって、人が歩かれるところとか結構

割れてたり、穴が空いてたりっていうのがあるんですけど、そこら辺の修繕とかは物件費

のほうに入ってるという考えでよかったでしょうか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 先ほど御指摘いただきました修繕費については、物件費のほうに入

っております。日常管理の中で穴が見つかったりした場合には、指定管理者のほうで応急

処置等も行っていただいております。そして、来年度のことになりますけども、一部未舗

装な部分がありまして、歩きづらかったり、車椅子で通行しづらい箇所もありますので、

そういった箇所を徐々にバリアフリー化していくような計画も立てているところでござい

ます。以上です。

○塚田委員長 大下委員。

○大下委員 ありがとうございます。行ってみると高齢者の方も結構使われて、地元の介

護施設の方も入っておられますんで、またいろいろな方に使っていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

あと、どんぐり村なんですけど、これは地元のほうは既に知らせてあるっていうことで

よかったでしょうか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 こちらの指定管理者が本宮観光農事組合と申しますけども、この組

合のメンバーがほぼ本宮自治会の方たちで構成されております。そして、自治会の代表的

な立場の方がこの組合員でもありまして、自治会と組合と大体役員を兼ねてらっしゃるん

で、話のほうは通じているというふうに認識しております。

○塚田委員長 大下委員。

○大下委員 これ、宇田川の保育園の件もあるんですけど、大体地元の方の意見を聞いて

取り組みます、っていうことなんですけど、いまだに何年もたってもそのまま放置された

ような状況でありますんで、やっぱり期限を区切って、ある程度方向性を示して、住民の
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方々にこういうふうにしますっていうように示してもらいたいと思いますんで、対応よろ

しくお願いいたします。以上です。

○塚田委員長 ほかに。

岩﨑委員。

○岩﨑委員 私のほうからは、まず、淀江の地区の全体的な方針なんですけども、それぞ

れの施設があって、それぞれに指定管理者がいて、それぞれ頑張って運営していただいて

るということなんですが、もっと大きく考えればやっぱり一体的な地域なので、どうやっ

て一体的に振興していくかっていうことが非常に重要になってくると思います。特に、エ

リア的には県外から十分集客も望められるような施設がありますので、その辺のお考えを、

前々からいろいろ聞いてはいたんですけど、なかなかいい回答が得られなかったもんで、

ちょうど今回もまた指定管理の議案につながってくるということなので、まずはエリア全

体的な考え方っていうことをちょっと聞いてみたいと思います。

○塚田委員長 山浦淀江支所長。

○山浦淀江支所長兼淀江振興本部長 淀江地区エリアの考え方についてのお尋ねでござ

いますけれども、やはり、今回お示ししています指定管理施設っていうのは、伯耆古代の

丘エリアの中でも中核施設でございまして、集客施設であり、お金を獲得する施設でもご

ざいます。やはりこういったところには雇用も生まれ、市内外からの来場者も来られると

いうところの、いわゆる中核の位置づけでございます。ただ、淀江全体の中でも同様な施

設、民業施設等もたくさんございますので、そういったところを相互に連携しながら、１

か所だけに集中してそのまま帰ってしまうということではなく、面として、淀江という面

を、皆さんのところに周遊していただき、さらにはその文化とかそういったものを感じて

いただきながら、にぎわいづくりに資するような形で活性化を図っていきたいと、そのよ

うには考えております。

○塚田委員長 岩﨑委員。

○岩﨑委員 答弁は理解できますが、これもずっともう何年にもわたって同じようなテー

マで質問もしてるんですけど、例えば、県のむきばんだ等もどのように連携を図って、ど

う振興していくのかっていうことが見えないので。そろそろ県とも一体となって抜本的に

あの地域を、あるいは大山町なんかも一体となってあの地域を、やっぱり観光の目玉の一

つとして取り上げていくべきなんだろうなと思いますけども、そこら辺の考え方はいかが

でしょうか。

○塚田委員長 山浦淀江支所長。

○山浦淀江支所長兼淀江振興本部長 委員おっしゃられるとおり、むきばんだという施設

が近隣にございますし、大山町と接してる地域でもございます。それぞれの地域のところ

で目玉というところもありまして、そこに来られる方、内外から来られる方も多数おられ

るというふうには拝聞しております。そういった中でやはり連携ということは自分たちと

しましてもかなり重要なテーマだと考えておりますし、ただ、むきばんださんと、おっし

ゃられるような効果が出てるのかというところに関しましては、私どもも力不足をやっぱ

り感じていると否めない面もありますので、今後どういった働きかけをしてどういった連

携を図ることでより一層の集約が図れるのか、そういったことは検討してみたいと考えて

おります。コロナ禍の前であれば、むきばんだまつりと彼岸花ウィークの彼岸花まつりと
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いうのを連動させて集客のほうを相互に乗り入れをするような事業も行っておりましたの

で、今後もまたそういったことをやっていきたいと、そのように考えております。

○塚田委員長 岩﨑委員。

○岩﨑委員 連携の話もいただいてますが、これまでも連携をしてやっていくという、ず

っと答弁繰り返されてますが、なかなか具体的なものが見えてこない。それぞれの施設で

何とか維持をしていくっていうような考え方が、何か前面に出てないな、ということを非

常に懸念しておりますので、今ちょうどお話にもありましたように、向こう５年間をかけ

ていろいろ調整していくということなので、ちょっとここは一つ、地域の全体的な振興に

資するような考え方を持って、それこそ本当の意味での連携を果たしていくということを

お願いしたいなと思っております。

あと、個別に、ゆめ温泉の件。いろいろ奥岩委員からも大下委員からも質問もありまし

たけども、私も実は同趣旨の質問を一応考えてはいたんですけども、大体理解はできまし

たが、今後５年間でゆめ温泉に関して、いろいろ方針も考えていくんだというお話であり

ました。基本的には民間譲渡という感じで、それを一応前面に出していくということでご

ざいますが、私の意見としては、やっぱり泉源の問題が結構ポイントだと思うんです。泉

源は白鳳さんが持っておられます。本来米子市が持ってないとなかなか譲渡するにもどう

するにも、やっぱり難しい問題が出てくるので、そこはまずきちんと整理されるべきなん

だろうなと思います。当初、淀江町と白鳳さんとの契約の中で条例化される中で、その泉

源は白鳳さんが持つ、要は入浴料で指定管理料を賄うみたいな感じで一応今の流れがなっ

てるわけですけども、やっぱり泉源の問題は、仮に売り渡すのであれば、ちゃんと米子市

が間に入って、白鳳さんから実際その泉源をどうするかとかいうこともきちんとやってほ

しいなというのが要望の一つです。

もう一点、すみません、いいですか。あとは、どんぐり村さんのことなんですけど、こ

れもずっと私も話をしておりましたが、いかんせん老朽化が激し過ぎるというのと、一方

では、観光道路に面していて、すごくいい場所ではあるし、敷地が一部県ということも改

めて分かりましたけども、ぜひ、これもやっぱり民間さんにきちんと施設をやってもらえ

るように、譲渡できるように体制を整えてもらい、また、今の施設がどうなるか分かりま

せんけども、そこはしっかりと米子市が入っていって、あの場所はすごくいいので、ぜひ

ともいい形でよろしくお願いしたいということを要望しておきたいと思います。以上です。

○塚田委員長 ほかにございませんか。

安達委員。

○安達委員 温浴施設についてちょっとお聞きしたいなと思うんですが、いろいろ報告の

ところで言われたんですが、長きにわたって施設の管理、運営をしてこられた。そのこと

が逆に、お互い市と施設運営等が安心をどっかでしてしまうと、固定的な考えで新たな視

点や手法を取り入れることができないじゃないかなって思ったりするんですよ、今聞いて

いましてね。そうすると、今までのとおりでいいんじゃないかというような安易な、言い

方がいいのかどうか分かりませんが、収まってしまうところに、今回このようなところで

次の手が打てんかった、何回か菌が発生して同じようなことの対応をしてしまったんじゃ

ないかと思うんですが、その辺は担当者としてどのように考えられたか。このことで施設

の指定管理の新たな発想とか手法はどのように考えておられるか、そこをちょっと将来に
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向かって考えておられることを聞きたいんですが、教えてもらえませんか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 先ほど委員から御指摘がありました、長きにわたる運営における経

営のマンネリ化みたいなところの懸念についてなんですけども、このたびレジオネラ菌が

検出されたことを受けまして、鳥取県ですとか、あとは清掃の専門業者、様々なところか

ら知見もいただきました。それを基に、従来白鳳さんのほうでもしっかり衛生管理はやっ

てこられましたけども、それに加えて新たな視点だとか改善点を見いだすことができたと

いうふうに考えております。１２月の議会でも戸田議員のほうから御指摘もいただきまし

たけども、その辺りの衛生管理ですとか、あとは経営についてもですが、やはり民間のノ

ウハウを活用してはどうかという御指摘をいただいたところです。我々も、それはもっと

もだというふうに捉えておりますので、完全民営化に向けて温浴事業を継続できないかと

いうところを模索しているところでございます。以上です。

○塚田委員長 安達委員。

○安達委員 そこのところで具体なものが出てくるかなとちょっと期待はしたんですが。

今後この案件は議案として上げられますので、そこら辺をもう少し理詰めをしっかりつけ

てもらえばなというところはあります。

それと、この利用促進のところで感じとったんですが、クルーズ船が寄港予定だという

ことを、あれは自分が中海テレビで情報を聞いたのかな。今年は６１回とかって回数を具

体的に示して訪問を受け入れられるよう期待ができる、それを見越して利用促進を、と言

われるんですが、ほかの施設、島根にも観光施設がありますし、米子市内には皆生とか温

泉施設がありますが、そういったところと差別化をどのように広めてクルーズ船に誘客を

しようとしておられるのか、少し具体なものがあれば教えてもらいたいんですが。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 淀江ゆめ温泉における新規顧客の開拓先として、クルーズ船への営

業活動というのが一案に上がっているということはまず確認しております。こちらの具体

的な方策につきましては、やはりインバウンド、外国人のお客様がメインになりますので、

そういった方たちに向けたお料理のメニュー開発ですとか、あとは、やはり温泉、入浴で

きるというところが大きな魅力だそうでして、そういったセールスポイントなど生かした

営業活動を学ぶセミナーというものがあるそうです。実際、指定管理者のほうも今後そう

いう研修などに参加されまして、そこで得た知見を基に今後メニュー開発なんかに取り組

んでいくというふうには聞いております。

あと、大型船が寄港いたします境港からバスで１時間弱、ちょっと距離はございますけ

ども、それがどれだけのネックになるのかは分かりませんけども、鳥取県のほうからも淀

江ゆめ温泉につきましてはインバウンドの集客、何とか工夫してもらえないだろうかとい

うお声がけもいただいているというふうに伺っておりますので、県ですとか、クルーズ船

の専門業者、そういったあたりからのアドバイスを受けながら今後取り組んでいくんだろ

うというふうに認識しております。以上です。

○塚田委員長 安達委員。

○安達委員 今課長が言われるそれは、大変期待感を与えてくれるなと思いがあります。

インバウンドっていうのが今、観光事業には必ず出てくるフレーズかなと思ってるんです
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よね。それと、船が着いて１時間以内でって今言われたんですが、その距離感は非常にメ

リットだと思いたいんですよね。ほかのところでは２時間ぐらいとか、もう少しかかりそ

うなところが多くて、非常に近いところで温浴施設が提供できて、またその利用が拡大で

きるんじゃないかっていうのを聞かされましたんで、ぜひ、そこは有利点ということで活

発に誘客を進めてもらえればなと思います。

ただ、世情かどうか分からんですが、考えたくはないんですが、コロナのような、ああ

いったコロナ禍がほかにまた発生したら、もうその時点でことが終わっちゃうこともあり

ますので。対面サービスの利用っていうのは非常に安定しないっていうんですか、ちょっ

とこれだっていう確定的なもの、優位性が見当たらないときには、少し安全策が十分じゃ

ないかもしれませんが、ぜひそれは優位なところを拡大してもらえばと思います。例えば、

ハングルが呼びかけに十分使えるとか、英語が十分、一言二言は使えますよ、というよう

なことを。ただ、こんにちはで頭振って手を上げるだけでは客は来ない、また、定着しな

いんじゃないかな。来られた方には、非常によかったよという、そういうのもまた広げて

もらえばという思いでおりますので、ここは要望に代えますけれども、ぜひ広げてもらえ

ればと思います。以上です。よろしくお願いします。

○塚田委員長 ほかにございませんか。

土光委員。

○土光委員 まず最初に、完全民営化に関して奥岩委員とのやり取りのことで、ちょっと

追加で確認をします。

一つは、市としては完全民営化を目指すということははっきりしている。今の答弁で、

ただ急にというのはなかなかできない、急にしようとすると中断とかあるから、当面指定

管理を続けながら完全民営化を目指す、ということですね。当面という言い方をしたんで

すが、今回出るだろう議案は、これ指定期間５年間ですよね。だから、完全民営化は来年

度から話をするということですが、それなりに話がまとまれば、５年待たずにもう完全民

営化に移るということもあるということですか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 土光委員の御指摘のとおり、指定管理の期間は５年としております

けども、その中で完全民営化に向けた状況が、環境が整えば、５年待たずして前倒しして

完全民営化に向かうというふうなことは考えております。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 これ議案で可決して５年間の指定管理。５年間待たずに途中で指定管理５年

未満でやめるということは、手続上、条例上、可能なんですか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 特に条例に定めがあるということはちょっと確認しておりません

けども、指定管理、相手先と基本協定書を交わしますので、その協定書の中に、何らかの

理由があって指定管理を終了する場合、とか、契約のほうを解除することの解除事項に関

する規定というのもございますので、そちらを適用していくことになるだろうというふう

に考えております。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 基本協定書で解除事項というのは何条にありますか。
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○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 現行の基本協定書では３５条。あと４０条の辺りに記載があります。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 ちょっと３５条だけではよく分からないので、３５条にどういう定めがある

かというのを簡単に説明してもらえますか。

○塚田委員長 斎藤淀江振興課担当課長補佐。

○斎藤淀江振興課担当課長補佐 現在の基本協定の第３５条について、読み上げる形でよ

ろしいでしょうか、読み上げをさせていただきます。

甲、米子市は指定管理の中途において温浴施設を廃止し、または温浴施設の供用を停止

することとなったときは、この協定を解除することができる。この場合において、甲、米

子市はあらかじめその旨を乙、現在の指定管理者に通知しなければならない。という規定

がございます。

また、第４０条については、協定の変更について定めておりまして、読み上げると、温

浴施設の管理に関し特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、この協定を変更するもの

とする。という規定がございます。以上です。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 分かりました。だから、手続上は５年間という議案、条例かな、可決したと

しても、そういった基本協定で途中で一旦指定管理は停止して完全民営化、そういうこと

はできるということですね、分かりました。

続いて、完全民営化、要は民営化に任せるということですが、この民営化する相手はも

う白鳳に限定してるんですか、米子市の考え方をお聞かせください。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 淀江ゆめ温泉の成り立ちという経緯もございますし、やはり泉源を

白鳳が所有している、これが大きなところだと思っています。なので、我々としましては、

まず白鳳を優先交渉相手というふうに今は考えております。以上です。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 まずは優先交渉相手、ということは、別に頭から限定はしていないというこ

とと取っていいですか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 白鳳を限定する、今後もずっとここだけとしか交渉しない、という

わけではありませんで、先ほど説明しましたとおり、泉源を有している白鳳を優先交渉相

手として考えているというところでございます。以上です。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 考えとしては、泉源を持っているので優先、というのは分かります。民営化

に移行という、具体的な交渉の仕方というか手続ですが、完全に白鳳がやっていくという

ことでいろんな条件、折り合えばそうなるんだろうと思うけど、白鳳に必ずしも限定して

いないとすると、こういった施設があって、白鳳以外の業者にこういった施設を温泉施設

として民営化するということを公に募集するということも、限定していないんだったら必

要だと思うんですが、そういうことも民営化の話の中でやるということですか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。
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○堀口淀江振興課長 例えば、白鳳との交渉がなかなかうまくいかず、では、他の民間業

者に施設の売却、譲渡ということになりましたら、土光委員が御指摘されたとおり公募と

いう形も一つの可能性だと考えております。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 これ後でも関連があるんですが、白鳳の意向というか考え方、そして泉源持

ってるのは、それは過去の開発に関して資金を出した、そういった経緯で白鳳が持ってい

るというのは、それはそうだと思います。白鳳自身としては、この泉源を、譲渡するとか、

貸し付けるとか、そういった考えは全くないのですか。それともそういうこともあり得る

というふうに考えているんですか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 その辺りの白鳳さんの泉源の扱い方の意向につきましては、今後慎

重にまた確認、協議していくことになるというふうに考えております。以上です。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 つまり現時点では白鳳の泉源、譲渡とか貸付とか、そういう意思については

特に確認というか、話はしていないということですか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 現時点では白鳳側からその泉源をどうするっていう明確な回答は

いただいていない状況でございます。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 分かりました。今日の資料に沿って質問をしていきます。

１つはまず、大前提として、伯耆古代の丘公園とゆめ温泉、これを指定管理で非公募で

やっている。理由は資料の３ページ、４ページにありますが、これ以前の委員会でも言い

ましたが、私は非公募の理由としてはやはり不十分、もっと言えば適切でない、というふ

うに思っています。なぜならば、例えば、伯耆古代の丘公園に関して、３ページで非公募

にした理由というのを７番で割と長い文章でいろいろ書いてありますが、要は、今までこ

こが指定管理を担って実績がある。それからもう一つは、展示館があるからそれの連携が

やりやすいから。その２つだと思いますが、これ別に、だからほかの業者は一切駄目、と

いう理由には全然ならなくて。もちろん新たに入るのは実績ないのに決まってるので、ほ

かの民間の業者でもいろんなアイデアでもっとこういうことができるという考え方を示す

とか、それから、展示館があったとしてもこれ連携すれば別に同じところじゃなくても十

分にでき得るとこなので。それを、これだけをもって非公募にする。要は公募にしてこう

いったことがどちらが優位性があるのか、どちらがいいのかというのを、私は公に議論し

て決めるべきものだと思います。ということで、全然これ非公募の理由には当たらないと

思いますが、再度見解聞きます。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 古代の丘公園につきましては、６月のこの委員会におきまして適用

方針説明したときにも、恐らく同じような御意見いただいたところでございます。委員が

御指摘される、原則公募じゃないかというところもございますので、次の令和１３年度以

降の指定管理に向けましては、この公募の在り方、公募するのか非公募でいくのかという

あたり、こちらの方針のほうは次、令和８年度以降の中でまた検討していこうというふう
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に考えております。以上です。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 いや、そういう言い方をされると、じゃあ、何で今回はそういう検討をしな

いんですかと聞きたくなりますが、どうですか。

○塚田委員長 山浦淀江支所長。

○山浦淀江支所長兼淀江振興本部長 確かに、今回の指定管理についてのお問合せという

かお尋ねということになりますので、次期にはそれは踏まえたいという前提ではございま

すけれども、やはり現状、上淀白鳳の丘展示館との連携というところを前提に考えており

ましたので、私どもとしましては、今回は非公募とさせていただいたという経過でござい

ます。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 非公募の理由として全然納得できない答弁ということは申し上げておきま

す。

それから同様にこのゆめ温泉に関しても、４ページの非公募の理由、７番で書いてあり

ますが、１つは泉源の問題。もう一つはこれからいろんな取組をやっていく。いろんな取

組をやっていく、というのは別に非公募、公募関係なしに、それぞれの業者が計画示して

その優劣を競えばいいわけで。これからいろんなことをここはやっていこうとするから、

だからここ決めうちで非公募で、というのは全く理由にはならない。泉源に関しては一定

程度理由にはなり得ると思うんですが、ただ、今確認したように、この白鳳は泉源を貸さ

ない、譲らないというふうに明確に言ってるわけではないので、他の業者でも白鳳が持っ

ている泉源の権利を借りるとか、買い取るとか、可能性としてはできると思うので。だか

らやはり泉源があるからもう白鳳だけ、非公募、というには、やはり理由としては私はな

らないというふうに思いますが、いかがですか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 現時点ではというところになりますけども、現時点では白鳳が泉源

を有しておりますので、やはり今すぐに他の業者が参入できるという状況にはありません。

先ほど説明もさせていただきましたが、令和８年４月からの温浴事業の継続をしていくと

いうことを私ども最優先に考えておりましたので、現時点では非公募での指定管理の継続

という方針でございます。ただ、今後につきましてはやはり委員御指摘のとおり、泉源の

取扱い、様々な可能性があると思います。そこはお相手のほうともまた協議しながら、完

全民営化の形というのを模索していくというふうに考えております。以上です。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 では、今回のゆめ温泉指定管理に当たって。公募とか非公募、原則公募だけ

ど非公募ということもある。白鳳自身の意向として、非公募でお願いしたいとか、いや、

公募していただいて結構です、むしろ、もしくは公募の形でやってください、とか、そう

いった考えは、これまで示されたことはありますか。

○塚田委員長 山浦淀江支所長。

○山浦淀江支所長兼淀江振興本部長 白鳳側との交渉についてですけども、かねてより民

営化に向かっていろいろな協議を重ねてきたところでございますけれども、令和８年度か

らに向けての市の考え方を整理していく中で、指定管理というものを市が実施するのであ
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れば自分たちは手挙げをしたいという回答をいただいたという経過でございます。以上で

す。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 手挙げをしたいという意向があるのは、それは分かってます。そのときに、

原則である公募でやってくださいというか、もしくはこれは泉源のことがあるので非公募

でやってくださいとか、そういった意向を示したことがあるのですかと聞いてます。

○塚田委員長 山浦淀江支所長。

○山浦淀江支所長兼淀江振興本部長 公募、非公募ということについて特段の話が白鳳側

からあったということはございませんが、公募だろうが非公募だろうが、自分たちはやっ

ていきたいというニュアンスで私どもは受け取っております。以上です。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 あと、４ページでこれからいろんなことをやる、例えばクルーズ船の誘客と

かやるというふうに書いてあります。これに関してちょっと別なとこで関連でお聞きしま

すので、別なところの資料でお伺いします。

７ページの収支試算書に関してお聞きします。これ、令和８年から５年間で収入の想定、

支出の想定で、収支が帳尻が合うという、こういうデータなんですが、これ例えば令和８

年で収入、事業収入、８ページ、何だこれ。

（「９ページ。」と声あり）

ゆめ温泉のほうだから、９ページです。ここで令和８年で、利用料金収入、事業収入、

多分利用料金というのは温泉の利用料、それから収入はそれ以外の、いろんな物品とか、

とありますが、この例えば令和８年の想定収入の合計が１億６,０８０万円で支出も一緒、

この見込まれる収入というのはそれなりの根拠がある妥当性があるんですか。多分これ、

指定管理者候補者選定委員会でこの資料、いろいろ議論されたと思いますが、その中でも

この収支試算書の想定の、特に収入ですよね、これはこういった額、妥当性があるという

ふうに評価されているから多分いいよと言ったと思いますが、この収入は妥当性がある根

拠に関してお聞きをしたいんですが。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 特に利用料金収入、温泉の入浴料のところなんですけども、本来で

したら、例えば昨年度でしたら１年間で入浴者数は約１２万超えです。ただ、今年度につ

きましては、長期休業もありましたので……。

（「昨年度というのは、２５年、２４年度ね、いつのことですか。」と土光委員）

令和６年度。

（「令和６年ね、はい、分かりました。」と土光委員）

令和６年度が１２万人超えのところでしたけども、今年は長期休業に伴いまして、今こ

こが大幅に落ち込んでおります。ですので、当初はこの１２万人の入浴者数が続くであろ

うという見込みでおりましたけども、レジオネラのことがございましたので、ここを大幅

に見直しまして、令和８年度には１０万人の集客、令和９年度には１１万人の集客、そし

て令和１０年度以降は１２万人に戻るんじゃないかというところでの見込みで収支予算の

ほうを試算したところでございます。以上です。

○塚田委員長 土光委員。
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○土光委員 すみません、もう一回ちょっと数字を確認してください。令和６年の実績が

何人で、想定が。もう一回利用人数のこと。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 令和６年度の１年間の入浴者数が１２万人以上でございます。そし

て、今後の試算におきましては令和８年度が１０万人、令和９年度が１１万人、令和１０

年度以降が１２万人の入浴者数を見込んでおります。以上です。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 これ、例えば令和６年と比較してみて、この収入の合計、１３％増になりま

す。それに対して支出の増は８％になっています。こういう想定が本当に妥当なのか、そ

れなりの根拠があるのか。多分、この辺が最初、４ページでいろいろ書いてある、これか

らいろんな集客とか、適正な入浴料、そういったことをするから収入は１４％増ぐらいは

見込めるというふうな考え方だと思うんですが、特に指定管理者候補者選定委員会なんか

でも、これが妥当だというふうに委員会の中で判断されたのですか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 利用料金収入の試算について、ちょっと補足の説明にはなりますけ

ども、先ほど人数のところだけを説明いたしましたが、実は入浴料金の見直しというのも

令和８年度以降考えております。こちらのほうは選定委員会でも意見として御指摘もあり

ましたけども、やはり人件費だとか光熱費の高騰を受けて適正な入浴料金の見直し、設定

が必要じゃないかという御意見があり、この委員会のほうでも同じような趣旨の意見いた

だいたところですけども、その辺りを加味いたしまして令和８年度以降、現在の入浴料金

より若干改定したものでの試算となっております。説明は以上となります。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 入浴料金を上げれば当然、その分だけ収入は増えるだろうと思いますが、上

げると利用者数が減る可能性もありますよね。その辺のことを加味しても、今７５０円、

一般は。

（「７３０円。」と声あり）

７３０円か。具体的にどのくらいに上げるという、そういうとこまであるんですか。そ

うして利用者数もそんなに減らないか、変動しないか、そういったふうに評価されている

のですか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 このたびの試算におきましては、現行の７３０円を、令和８年４月

から８５０円に改定というのを想定して試算したところです。先ほど値上げに伴って利用

者数が減るんじゃないかという御指摘がありましたので、その辺りも見込みまして、入浴

者数を現行よりも少ない人数、令和８年でしたら１０万人というところで、現行よりも少

ない利用者数になるんじゃないかというところも見越した上での試算となっております。

以上です。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 一応、考え方は分かりました。８５０円という案が具体的に出ているという

ことですね。ちょっとこれは単なる参考までですが、近隣に民間の温泉、ラピスパがあり

ますが、ここって、会員でという前提だけど９９０円なので、本当にそんな値上げをして
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そちらに流れないかどうかというのを私も評価はできませんが、ちょっと懸念するところ

です。

それから、これも申し上げておきますが、私、今、令和６年との比較でそれぞれ収入が

１４％増、それから費用は８％増というように言ったんですが、令和６年度自身は、白鳳

は赤字を出していますからね。その数字を基にしても令和６年度は赤字。だから本当にこ

ういった想定が実現するかどうか。ちゃんと白鳳自身が赤字にならずにやっていけるのか

というのは、私はもうちょっといろんな検討が必要かなというふうにこの資料を見て思い

ました。

それからもう一つ、このゆめ温泉に関しては指定管理料がゼロ、だから米子市の持ち出

し、指定管理料に関してはないということになっていますが、実際、基本協定書に基づい

て市が出す部分決まっていますので、全く市の持ち出しが今後５年間もゼロというふうに

はならないと思います。市の試算というか考えとして、今後５年間指定管理で、この間い

ろんな大規模修繕というか、どのくらいこのゆめ温泉の施設に関して支出をするというふ

うな想定をしているんでしょうか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 今後５年間の修繕費に係る総額というのは、ちょっと金額的には今

現在は想定しておりません。ただ、老朽化も進んでおりますので、大規模改修の時期は徐々

に近づいているところでございます。ここの問題は今後完全民営化に向けて、施設をいか

に譲渡していくかというところと、施設の大規模改修というのはセットで議論していくこ

とになろうかというふうに思っておりますので、完全民営化に向ける協議の中で大規模修

繕に向けての方針っていうのは定まってくるだろうというふうに、今想定しております。

以上です。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 もし大規模修繕が必要だとすると、どのくらいの費用を想定していますか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 例えば温泉館建物全体を修繕、中も外も、ということの概算費用は、

今現在まだ見積りも取っておりませんので、お答えはできないところです。が、例えば今

現在の浴槽または配管を全てリニューアルした場合というのは、１億円を超えるだろうと

いうところでの見積りは取ったことがございます。以上です。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 これは半分、仮定の話になりますが、民営化を目指すということで５年間指

定管理は続かないかもしれないけど、この５年間のスパンで考えて、この間でずっと今の

指定管理が続くとすると、大規模改修はこの期間の間で必要になるというふうに思ってい

ますか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 その辺りは施設ですとか設備の状況によるんじゃないかというふ

うに思っております。現時点で大規模改修が必ず必要だとはちょっと答弁し難いところで

す。以上です。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 これも参考までにお聞きしたいんですが、指定管理、これまでの過去５年間
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で、米子市がこのゆめ温泉に関して支出した額は大体どのくらいになりますか。幾ら支出

をしていますか。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 すみません、ちょっと本日は手元に資料がございませんので、金額

はお答えしかねます。申し訳ございません。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 これ、担当課からいろいろ聞き取りをして私なりにまとめているのですが、

大体２,０００万ぐらい出してると思いますが、過去５年間で額としてそうですよね。

○塚田委員長 山浦淀江支所長。

○山浦淀江支所長兼淀江振興本部長 金額規模としましてはその程度と考えております。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 だから、このゆめ温泉の指定管理に関して、指定管理料はゼロ、あとは業者

が利用料を基に運営していくというふうなことになっていますが、基本協定書とかあるの

で、だからといって米子市の持ち出しが今後５年間、もうゼロになることはあり得ない。

やはりこの議案を出すときに、大体この５年間で、市はどのくらいこの施設に関して出す

ことを想定しているかというのを、私は示すべきだと思います。意見です。

あと、基本協定書の中で米子市と業者、それぞれ責任の区分というか、費用に関しても

どちらがどういうことに関して負担するかというのがちゃんと決められていて、米子市が

出す部分は施設等の大規模な修繕に限定。それ以外も一応条件にありますけど、基本的に

は施設等の大規模な修繕、言い換えれば資産価値の向上または耐用年数の延長につながる、

そういったものに関しては出しますよ、だから大規模でないような修繕は出さない、とい

うのが基本協定書の中にあると思いますが、過去５年間で市の支出を見ると、例えばです

が、エレベーターの保守管理料、これ米子市が出してますよね。これ、どう見ても施設等

の大規模な修繕には該当しないと思うんですが。基本協定書に沿って見るとこれまでの市

の支出の基準というのが、私ははっきり言って不適切な部分があるのではないか。これと

同じような形で今後５年間やっていくというのは、ちょっと問題があるなと思ってこの辺

をはっきりさせたいので、だから少なくとも、例えばですが、エレベーターの保守管理料、

定期点検だと思いますが、これを市が出しているというのはなぜですか。基本協定に照ら

し合わせれば、これは市が出すべきものではないと思うんですが。

○塚田委員長 堀口淀江振興課長。

○堀口淀江振興課長 エレベーターの保守管理につきましては、これは委託料のほうで支

出しております。修繕ではなく委託でございます。エレベーターにつきましては建物に附

属した設備でございますので、建物を所有している市が委託料として支出するというのは

適正なものだというふうに考えております。以上です。

○塚田委員長 土光委員。

○土光委員 ちょっと細かくなるので、これ以上はやり取りは控えますが、再度言います

が、今後５年間で指定管理、指定する場合、指定管理料はゼロ、ただし、基本協定書に基

づいて市のそれなりの支出は想定される。あの施設はかなり老朽化していますから、場合

によっては大規模改修は必要かもしれない。そういったことに関して今後５年間で市はど

こまで支出を想定しているのか。私はぜひこの議案を出すときに、こういった想定だとい
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うのは示していただきたいというふうに思います。

○塚田委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○塚田委員長 ないようですので、以上で総務政策委員会を閉会いたします。

午前１１時０８分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

総務政策委員長 塚 田 佳 充


